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防衛施設周辺の道路においては、自衛隊等の車両の頻繁な通行により、道路の路面や路床
などが損傷したり、一般車両とのすれ違いに支障をきたすなどの障害や周辺交通への影響が
生じたりすることがあります。

防衛省は、こうした障害を防止又は緩和するために地方公共団体が必要な工事を実施する
ときは、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、その工事に要する費
用の全部又は一部を補助しています。
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今回は、平成29年度に実施した別海町の道路改修事業を紹介します。
中西別上風連線は、矢臼別演習場への経路として自衛隊等の大型車両が頻繁に通行しています。この

ため、一般車両とのすれ違いに支障をきたしたり、路面の損傷が著しい状況であったことから、これら
の障害を緩和するため、平成27年度から本路線の拡幅や舗装工事を計画的に実施しています。

矢臼別演習場周辺中西別上風連線改良舗装事業（別海町）
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障害の状況

離合困難 ：通行車両により、道路交通に障害が認めら

れる場合、車道の拡幅、改良及び舗装を実施。

路面の損傷 ：通行車両により、路面が損傷し、通常の維

持が困難な場合、舗装の補修を実施。
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